
１．地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等の債務に対する損失補償

① 財務諸表評価方式 （公表された財務諸表等から債務区分等を判定する方法）

Ⅰ 一般法人型

Ⅱ インフラ法人型

Ⅲ 不動産取引型

② 外形事象評価方式 （経済的取引や出資地方公共団体の支援等の事象から判定する方法）

③ 格付機関の格付け等の専門の第三者の評価から判定する方法

２．公的信用保証、制度融資等に係る損失補償

３．その他の形態の損失補償、債務保証

標準評価方式

個別評価方式

①～③により地方公共団体が損失補償を付した法人に対する金融機関等からの融資を、以下の債務区分に分類。
Ａ）正常償還見込債務（10％以上）、 Ｂ）地方団体要関与債務（30％以上）、 Ｃ）地方団体要支援債務（50％以上）、
Ｄ）地方団体実質管理債務（70％以上）、 Ｅ）地方団体実質負担債務（90％以上）

① 資産債務個別評価方式

② 経営計画個別評価方式

③ 損失補償付債務償還費補助評価方法

損失補償見込額 ＝ 損失補償残高 × 平均残存年数 × 損失補償実行率

第三セクター等の損失補償債務等に係る将来負担額の算定基準（将来負担比率）①

○ 第三セクター等に対する損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額については、以下の基準に基づき、将来負
担額に算入。



＜１．①財務諸表評価方式（Ⅰ 一般法人型）の例＞

第三セクター等の損失補償債務等に係る将来負担額の算定基準（将来負担比率）②

別紙１－１　財務諸表評価方式（一般法人）

20分の１未
満

20分の１以
上10分の１

未満

10分の１以
上５分の１未

満

５分の１以上
２分の１未満

２分の１以上

10年後において資産超過

5年後において資産超過であって、
10年後において債務超過

5年後における債務超過額又は5年後における損失補償
付債務額のいずれか少ない額が損失補償付債務額の４
分の１未満

B B B B C

5年後における債務超過額又は5年後における損失補償
付債務額のいずれか少ない額が損失補償付債務額の４
分の１以上２分の１未満

B B B C D

5年後における債務超過額又は5年後における損失補償
付債務額のいずれか少ない額が損失補償付債務額の２
分の１以上４分の３未満

B B B C D

5年後における債務超過額又は5年後における損失補償
付債務額のいずれか少ない額が損失補償付債務額の４
分の３以上損失補償付債務額未満

B B C D E

5年後における債務超過額又は5年後における損失補償
付債務額のいずれか少ない額が損失補償付債務額以
上

B B C D E

債務超過額
の３分の１以

上

債務超過額
の５分の１以
上３分の１未

満

債務超過額
の10分の１

以上５分の１
未満

債務超過額
の10分の１

未満

20分の１未
満

20分の１以
上10分の１

未満

10分の１以
上５分の１未

満

５分の１以上
２分の１未満

２分の１以上

債務超過額が損失補償付債務額の４分の１未満 B B B B B C D E E

債務超過額が損失補償付債務額の４分の１以上２分
の１未満 B B B B C D E E E

債務超過額が損失補償付債務額の２分の１以上４分
の３未満 B B B C D E E E E

債務超過額が損失補償付債務額の４分の３以上損
失補償付債務額未満 B B C D

債務超過額が損失補償付債務額以上 B C D E

資
産
超
過

債務超過額
の10分の１

未満

　※　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥとは、債務区分のＡ（正常償還見込債務）、Ｂ（地方公共団体要関与債務）、Ｃ（地方公共団体要支援債務）、Ｄ（地方公共団体実質管理債務）及びＥ（地方公共団体実質負
        担債務）のことをいう。
　　　 債務超過額とは、負債の額が資産の額を超える場合における当該超える額をいい、損失補償付債務額とは、損失補償付債務の額をいう。
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